
給 実 甲 第 １ ２ ３ ４ 号

平 成 ３０ 年 ２月 １日

人 事 院 事 務 総 長

給実甲第２２０号の一部改正について（通知）

給実甲第２２０号（期末手当及び勤勉手当の支給について）の一部を下記のと

おり改正したので、平成３０年４月１日以降は、これによってください。

記

第４０項第１号⑴中「、６月に支給する場合には１００分の８５、１２月に支

給する場合には１００分の９５」を「１００分の９０」に改め、同号⑵中「、６

月に支給する場合には１００分の１０５、１２月に支給する場合には１００分の

１１５」を「１００分の１１０」に改め、同項第２号⑴中「、６月に支給する場

合には１００分の４０、１２月に支給する場合には１００分の４５」を「１００

分の４２．５」に改め、同号⑵中「、６月に支給する場合には１００分の５０、

１２月に支給する場合には１００分の５５」を「１００分の５２．５」に改める。

第４１項第１号中「、６月に支給する場合には１００分の９２．５、１２月に

支給する場合には１００分の９７．５」を「１００分の９５」に改め、同項第２

号中「、６月に支給する場合には１００分の４７．５、１２月に支給する場合に

は１００分の５２．５」を「１００分の５０」に改める。

第４４項及び第４５項を削る。

以 上


